
令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ）

（財務省主計局給与共済課） 

項 目 名 
退職等年金給付の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置
の延長 

税 目 法人税 

要

望

の

内

容

退職等年金給付の積立金に対する特別法人税について、その健全な運営を確
保するため、政府税制調査会において議論が行われている老後の生活等に備え
る資産形成に係る税制の包括的な見直しに併せて撤廃を行う。また、特別法人
税の撤廃に至るまで、課税停止措置の延長を行う。 

 平年度の減収見込額 ―  百万円 

(制度自体の減収額) ( ―  百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (   ―  百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由

⑴ 政策目的

退職等年金給付は、国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上及び
公務の能率的運営を図るための制度であり、これらの充実を図る。 

⑵ 施策の必要性

退職等年金給付に関する税制は、掛金拠出時は非課税、資産運用時は積立金
に特別法人税課税（課税凍結中）、給付時は課税（公的年金等控除及び退職所
得控除の対象）となっている。 

そうした中で特別法人税が課税された場合、あらかじめ備える積立金が減少
し、積立状況の悪化につながり、運用結果が赤字の場合にも課税されるため、
さらに当該年金の財政状況の悪化を招く可能性があるなど、年金資産の運用に
著しい影響がある。このため、運用時の特別法人税課税を撤廃し、又は撤廃に
至るまで課税停止措置を延長することにより、退職等年金給付制度の健全な運
営を図り、国家公務員等の安定した老後の所得確保及び公務の能率的運営を図
る必要がある。 
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今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
政策目標 9-1 
安定的で効率的な国家公務員共済制度等の構築及び管理 

 
 
 

政 策 の 

達成目標 

特別法人税を撤廃し、又は撤廃に至るまで課税停止措置を延 
長することにより、退職等年金給付制度の健全な運営を図り、
国家公務員等の安定した老後の所得確保及び公務の能率的運営
を図る。 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
恒久措置を要望 
 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
特別法人税を撤廃し、又は撤廃に至るまで課税停止措置を延

長することにより、退職等年金給付制度の健全な運営を図り、
国家公務員等の安定した老後の所得確保及び公務の能率的運営
を図る。 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
― 
 
 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
退職等年金給付の制度の加入者(約 109 万人（令和 3 年度末))

に影響がある。 
なお、退職等年金給付の業務を行う国家公務員共済組合連合

会が特別法人税の納税義務者である。 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
退職等年金給付の積立金の確保が図られることにより、国家

公務員等の安定した老後の所得確保及び公務の能率的運営を図
ることができる。 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税 

制上の措置 

 
地方税についても同様の要望を行っている。 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
― 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
― 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
退職等年金給付の制度の加入者等の安定した老後の所得確保

及び公務の能率的運営を図ることができる。 
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こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
― 
 
 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
― 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
― 
 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
― 
 
 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
― 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
平成 26 年度税制改正要望において、退職等年金給付制度の創

設に伴う所要の措置を要望し、平成 26 年度において特別法人税
の課税停止が延長されている。 
平成 29 年度税制改正要望においても、同様に延長されてい

る。 
 令和 2 年度税制改正要望においても、同様に延長されてい
る。 
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